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１．議事日程（第３日目） 

  （平成２１年度安芸高田市決算審査特別委員会） 

                             平成２２年 ９月２８日 

                             午後 １時    開議 

                             於  第１委員会室 

 １、開 会 

 ２、議 題 

  （１）認定第１号 平成２１年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

  （２）認定第７号 平成２１年度安芸高田市公共下水道事業特別会計決算の認定につ 

           いて 

  （３）認定第８号 平成２１年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計決 

           算の認定について 

  （４）認定第９号 平成２１年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計決算の認定に 

           ついて 

  （５）認定第10号 平成２１年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計決算の認定につ 

           いて 

  （６）認定第11号 平成２１年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会 

           計決算の認定について 

  （７）認定第12号 平成２１年度安芸高田市簡易水道事業特別会計決算の認定につい 

           て 

  （８）認定第13号 平成２１年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計決算の認定につ 

           いて 

  （９）認定第14号 平成２１年度安芸高田市水道事業決算の認定について 

  （討論・採決） 

  （10）認定第１号 平成２１年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

  （11）認定第２号 平成２１年度安芸高田市国民健康保険特別会計決算の認定につい 

           て 

  （12）認定第３号 平成２１年度安芸高田市老人保健特別会計決算の認定について 

  （13）認定第４号 平成２１年度安芸高田市後期高齢者医療特別会計決算の認定につ 

           いて 

  （14）認定第５号 平成２１年度安芸高田市介護保険特別会計決算の認定について 

  （15）認定第６号 平成２１年度安芸高田市介護サービス特別会計決算の認定につい 

           て 

  （16）認定第７号 平成２１年度安芸高田市公共下水道事業特別会計決算の認定につ 

           いて 

  （17）認定第８号 平成２１年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計決 

           算の認定について 

  （18）認定第９号 平成２１年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計決算の認定に 

           ついて 

  （19）認定第10号 平成２１年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計決算の認定につ 

           いて 
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  （20）認定第11号 平成２１年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会 

           計決算の認定について 

  （21）認定第12号 平成２１年度安芸高田市簡易水道事業特別会計決算の認定につい 

           て 

  （22）認定第13号 平成２１年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計決算の認定につ 

           いて 

  （23）認定第14号 平成２１年度安芸高田市水道事業決算の認定について 

 ３、閉 会 

 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（９名） 

   委員長   赤 川 三 郎      副委員長  山 根 温 子 

   委員    前 重 昌 敬      委員    石 飛 慶 久 

   委員    児 玉 史 則      委員    和 田 一 雄 

   委員    水 戸 眞 悟      委員    山 本   優 

   委員    入 本 和 男       

 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

 

４．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（３８名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  藤 川 幸 典 

  総 務 企 画 部 長  清 水   盤  会 計 管 理 者  立 田 昭 男 

  産 業 振 興 部 長  大 野 逸 夫  建設部長（兼公営企業部長）  河 野 正 治 

  行 政 経 営 課 長  武 岡 隆 文  行政経営課財政係長  西 岡 保 典 

  地 域 営 農 課 長  清 水   勝  地域営農課調整監  岩 見   宏 

  地域営農課为幹  叶 丸 一 雅  農 林 水 産 課 長  近 永 義 和 

  農林水産課为幹  賀志古   恵  農林水産課林業水産係長  吉 原 典 之 

  商 工 観 光 課 長  佐々木   亮  商工観光課商工観光係長  横 田 清 次 

  農業委員会事務局長  乘 田 省 三  農業委員会事務局農地係長  大 野 泰 典 

  管 理 課 長  大 田 伸一郎  管理課工事検査員  増 田   正 

  管理課建設管理係長  河 野   恵  住 宅 政 策 課 長  青 山   勝 

  住宅政策課住宅係長  小 玉   勝  建 設 課 長  西 原 裕 文 

  建 設 課 为 幹  岩 崎 邦 久  建設課工務係長  小 野 直 樹 

  水 道 課 長  近 永 和 明  水道課業務係長  佐々木 幸 浩 

  水道課建設係長  伊 藤 良 治  下 水 道 課 長  上 本 文 生 

  下水道課業務係長  大 田 雄 司  下水道課建設係長  平 野 良 生 
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  清 流 園 場 長  田 中 公 三  八 千 代 支 所 長  藤 本 宏 良 

  美 土 里 支 所 長  岡 田 敦 男  高 宮 支 所 長  宮 木 雅 之 

  甲 田 支 所 長  箕 越 秀 美  向 原 支 所 長  三 上 信 行 

 

 

 

５．職務のため出席した事務局の職氏名（３名） 

  事 務 局 長  佐々木   清  事 務 局 次 長  外 輪 勇 三 

  事 務 局 为 任  藤 堂 洋 介 
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～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後１時００分 開議 

○赤川委員長  ただいまの出席委員は9名でございます。定足数に達しておりますの

で、これより決算審査特別委員会を開会いたします。 

 本日の審査日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 認定第1号、平成21年度安芸高田市一般会計決算の認定についてのう

ち産業振興部所管の審査を議題といたします。 

 産業振興部長から決算の概要について説明を求めます。 

 大野産業振興部長。 

○大野産業振興部長  産業振興部でございます。よろしくお願いいたします。私のほうから

尐し時間をいただきまして決算の概要につきまして御説明を申し上げま

す。 

 農林水産業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、農業就業の場

として位置づけることが重要だと考えています。そのためには1人400万

から500万円の所得を上げないとなかなか後継者が育たない。希望の持

てる経営を目指すためにさまざまな事業を展開してきたところでござい

ます。広島県は大型農家法人一辺倒ですが、安芸高田市としましては兼

業農家も地域の環境を守っていただく貴重な地域の担い手の一人であり

ます。県の方針も進めながら、また市内の兼業農家、小規模農家の支援

もしてきたところでございます。高齢化が進む中で地域の核となる担い

手、これは大型農家でも法人でも集落営農組織でも、また機械利用組合

でも最近はやりの農業に参入していただく企業でも集落の近くにこのよ

うな組織があれば、高齢化で耕作できなくなっても近くのだれかが耕作

する環境があれば、5年ないし10年は当面農地は守れるのではないかと、

そういう意味で集落営農支援事業費として昨年は5,344万8,000円を決算

したところでございます。 

 また荒廃地がふえる中で農地の効率的な利用と保全の意味で中山間地

域の直接支払事業、農地・水・環境保全向上対策事業を進めてきたとこ

ろでございます。加えて農業の生産性の向上関係では、圃場整備事業費、

土地改良区の運営も含めて1億4,000万円決算したところでございます。

午前中にＪＡ広島北部の元気野菜総合集出荷場の完成をしました。ＪＡ

広島北部とも連携をして地産地消関係経費に900万5,868円決算をしまし

た。また農道の関係経費では8,537万6,000円決算をしたところでござい

ます。林業関係では効率的な木材の生産体制整備費として3,118万7,000

円、県産材を活用する木材利用の実現と里山林の整備事業費として

4,331万4,000円、適正な森林資源の管理の関係では分収造林、流域公益

保全林関係経費として3,118万7,000円、林道の整備関係では1,816万

1,000円決算をしたところでございます。 

 また水産業としましてはヤマメ、アユの持続的な利用体制の推進経費

として130万4,000円、市民の暮らしの安全安心の確保、災害の早期完了

に努め2,787万8,000円、鳥獣害対策としましては農地の保全対策も含め
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6,946万8,000円、商工業の振興では今年度進めております企業立地の推

進経費としまして昨年は105万4,000円、商工会活動の支援と活性化では

3,348万9,000円、観光振興では歴史・文化的資源、自然環境も含めて市

内の観光資源の有効活用を図る意味から1,628万円、観光振興事業費と

しましてはイベントの開催として姉妹都市交流も含め1,628万円決算を

したところでございます。 

 以上、21年の農林水産業費は15億7,751万2,554円を決算し、商工費と

して1億523万3,864円決算をいたしました。農林水産業費は20年に比べ

て1億6,066万3,088円増となっております。これは生産条件整備費とし

てネギの水耕栽培施設を1億4,290万1,000円で設置いたしました。これ

が为なものでございます。繰越明許費は農村整備費に1,755万円ありま

す。これは深瀬地区、桂地区の圃場整備の関連繰り越しと林業振興費

3,037万円ありますが、これは林道天王山線の改良工事関連でございま

す。また不用額につきましては、为に21年はふるさと農園が解散整理に

入りましたので需用費は公有財産購入費等関連経費が不用となったもの

でございます。以上で総括説明を終わります。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより地域営農課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 和田委員。 

○和 田 委 員  今部長からも説明がございましたように、荒廃地等の再生利用、そう

いった時点で私は産業建設常任委員会に所属しておるわけでございます

が、その中での所管事務調査として1つの事業としてシートパイプ工法

というのを実際やっておるわけなんですが、そういったものについて今

後予算計上される面においても当然私は必要だろうと思うものでありま

すので、その辺のところを今後どういうふうに考えておられるかという

ことをお尋ね申し上げます。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  荒廃地の関係でシートパイプ工法が有効だということの御質問でござ

います。本年度委員からのお話もありまして、現在吉田町の集落法人え

ーのーさんのほうで本年シートパイプ工法を施工させていただいて現在

大豆の栽培を行っておるところでございます。これを検証するという意

味で、どれだけの効果があって、この工法をやっていない大豆の圃場と

どういった生産力あるいは乾田化の効果があるかについて、ことし検証

しようということで今検証しておるところでございます。当然、圃場整

備が行ってあっても、これは水田用の圃場整備ということで野菜をつく

るということになれば乾田化が必要であろうということを考えておりま

す。そういう意味では乾田化するためにはこういったシートパイプ工法

を初めとした暗渠排水の工事が有効であるということは承知しておると

ころでございます。これらの検証を踏まえて、来年度以降そういった観

点から米から野菜等の栽培へ転換するための排水条件を整備するという
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意味で、現在も暗渠排水の制度は単市でも持っておりますが、そこらを

にらみながら検証をもとに来年度以降検討したいと考えております。以

上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 石飛委員。 

○石 飛 委 員  鳥獣被害対策についてお尋ねしたいと思います。先ほど部長のほうか

らもお話がありましたように、鳥獣捕獲と合わせて6,800万円、そのう

ち土壌改良とか水路引いても6,000万円という大きな予算措置なされて

ほんとに御苦労されてると思うんですが、平成22年の予算がたしか

4,000万円だったと思うんですが、21年度の決算見ていろんな対応を今

後とられると思いますが、補正予算も含めて今後どのような対応、21年

度の結果ですね、鳥獣被害対策の結果を踏まえて22年度の方向性という

ものを示していただければと思います。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  地域営農課のほうは鳥獣害対策ということで防護柵の設置の補助事業

を担当いたしております。委員御指摘のように毎年イノシシ、シカを中

心とした鳥獣害被害については年々頭を悩ませているところでございま

して、農業者からのそういった要望も年々高くなってるということを認

識いたしております。昨年につきましては、農地有効利用支援整備事業

ということで単年度の国費事業ではございましたが、21年度については

約3,000万円余りの鳥獣防護柵の設置であったり土壌改良であったり、

水路等の改修がこの国費の事業で行っております。単市の対策事業とし

ては鳥獣害防護柵の設置助成ということで1,564万3,000円ほどの補助金

を交付させていただいております。年々そういったことがありますので、

ところを踏まえながらやはり農業者にとって作物を栽培をしていざ収穫

前にこういった鳥獣害の被害に遭うということになると、それこそ営農

意欲を損なうということにもなりますので、担当課としてもできるだけ

この単市なり国費の補助事業に乗っかってなおかつ各地域ぐるみで対応

いただくように現在お願いをしておるところでございます。平成22年度

につきましても、9月議会で要望額に見合う補正のほうをお願いをさせ

ていただいております。今後ともそういった要望を見きわめて対応して

まいりたいというふうにふうに考えております。以上でございます。 

○赤川委員長  石飛委員。 

○石 飛 委 員  全員協でも説明をうけたんかもわかりませんが、21年度の鳥獣被害に

対する被害額というものがわかれば教えてください。 

○赤川委員長  答弁を求めます。暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後１時１３分 休憩 

午後１時１３分 再開 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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○赤川委員長  再開いたします。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  鳥獣害の被害額のお尋ねなんですが、農業者が農業共済のほうに加入

をしておっていただく場合にはその額というのは共済組合のほうで把握

は可能でございますが、市全体で鳥獣害イノシシ、シカを初めとする額

については現在把握をしておりません。なかなかその額という部分につ

いては金額に積み上げてやるという作業が困難であろうというふうに考

えております。想定される被害額ということについては市の鳥獣害防護

柵の計画書ほうでは上がっておりますが、実際に実績として具体的な数

字を現在把握をしている状況にはございません。以上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  鳥獣害対策でございますが、八千代の場合は猿が結構おるんですよ。

ヌートリアも相当市内にはおると思いますが、これらの対策はどういう

ふうにとられておるのか、今後どうされるのかというところを聞かせて

ください。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 近永農林水産課長。 

○近永農林水産課長  猿、ヌートリアの関係でございますけれども、猿、ヌートリアにつき

ましても有害鳥獣に指定をいたしております。猿につきましては22年度

も実績はございますけども、有害鳥獣駆除班に委託契約を結んでおりま

して、その有害鳥獣駆除班に依頼して捕獲しておるのが実態でございま

す。ヌートリアについても同じような形になっております。以上です。 

○赤川委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  猿は年間どれぐらい捕獲されてるんですか。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 近永農林水産課長。 

○近永農林水産課長  21年度におきましては2頭の捕獲をいたしております。 

○赤川委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  年間2頭ということで、なかなか猿は人間と一緒で頭がいいからすぐ

逃げるというのもあるんですが、平原土井地区のほうとか大又地区は猿

の被害がものすごくあるわけですよ。なるべくイノシシ、シカ対策も毎

週やられてると思いますけれども継続してもっと野菜なんかああいうも

のの被害がないように市のほうの支援もしっかりとしていただきたいと

思いますので、その辺をこれからはどういうふうにされるのか、答弁を

求めます。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 近永農林水産課長。 

○近永農林水産課長  委員御指摘のように猿につきましては捕獲頭数が尐ないわけでござい

ますけども、どうしても発見されて通報が来てから出動すると現地で逃

げるというようなこともあるわけでございますけども、そういったこと
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も含めまして通報が入り次第早く現場に行けるような態勢等も検討いた

したいと思います。以上でございます。 

○赤川委員長  今の有害鳥獣のことにつきましては、地域営農課と農林水産課とまた

がっておりますので今回のことにつきましては地域営農課のことについ

ての質疑でお願いしたいと思います。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 和田委員。 

○和 田 委 員  地域営農課と林業の関係またがっておると思いますが、今までは有害

鳥獣の問題と、これは次の段階だと思うんですが関連があるんで林業整

備ということで双方とも補助金があると思うんですよ。それを今後関連

性があるんで、例えば林業関係で整備をすればそこに鳥獣の環境も減っ

てくるんじゃないかと、有害鳥獣の環境が。ですからそういった関連性

があるんで補助金の今後の有効な使い方、その辺のところの方向性とい

いますか、ビジョンをお尋ね申し上げます。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  鳥獣防護というのは総合的な対策が必要であるというふうに思ってお

ります。地域営農が担当してる防護柵も必要ですし、あるいは個体がふ

えたら当然駆除班にお願いをして駆除をいただくと。なおかつそういっ

た鳥獣害が出にくい環境をつくるということについても非常に大切な観

点だろうというふうに考えております。今御指摘になりました林業の関

係でいうと広島県の県民森づくり事業の関係でバッファゾーンという整

備の補助制度がございます。地域営農課に集落を挙げて防護柵の設置の

申請に来られたときにはそういったことも情報としてお伝えして、総合

的にそういった鳥獣害から守るような体制を集落を挙げて行っていただ

いたこともＰＲをしておるところでございます。そういったところにつ

いて今後も連携して鳥獣害が出にくい環境をつくるということを推進し

ていきたいと考えております。なおかつ農業者としてもやはり農業を行

う者が当然義務として鳥獣害を防ぐということをしなくてはなりません。

最近では特に冬場のそういったえさを地域の田んぼとか家の前に放置し

ておるというふうなこともそういった鳥獣害を招く要因になっておるよ

うでございますので、そこらも含めて全体的な対策が必要になってくる

だろうと考えております。以上でございます。 

○赤川委員長  和田委員。 

○和 田 委 員  よくわかりましたので、今後そういった関連性のあることなんで、そ

の補助金を有効利用していただきたいということをお願いして終わりま

す。以上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 入本委員。 

○入 本 委 員  総括でもいいんですが、繰越明許が出ておりますね。これの進捗状況

も既に済んでおるのか、その点あたりを全体で結構ですので説明をお願
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いします。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  地域営農課の関係の繰越明許費の進捗状況でございますが、中馬農道

の付帯施設のトップヤードの関係で1,180万繰り越しをしておりました。

その中で建築工事については本年6月10日に完成いたしました。それと

造成工事についても6月16日に完成いたしております。現在は平成22年

度のきめ細かな事業において舗装工事を現在行っております。その舗装

工事が完了してトップヤードの工事がすべて終了ということになる予定

になっております。以上でございます。 

○赤川委員長  近永農林水産課長。 

○近永農林水産課長  農林水産課におきましては農村整備費として繰り越しをいたしており

ます。深瀬地区、桂地区の圃場整備に関連するものでございまして、こ

の圃場整備の繰越分については現在完了いたしております。それから林

業振興費におきまして林道天王山線の新設改良工事関連の繰り越しをい

たしております。これにつきましても完了いたしております。21年度の

繰越分におきまして274.1メートルの延長工事をいたしております。以

上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 和田委員。 

○和 田 委 員  今の林道天王山線のことがございましたが、これはとんでますか。 

○赤川委員長  暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後１時２６分 休憩 

午後１時２６分 再開 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○赤川委員長  再開いたします。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  119ページ、地産地消推進事業費について堆肥センターの件です。成

果及び今後の課題について、堆肥の利用については拡大していく、また

団体の活動を活性化するように支援していくということを上げられてお

りますけれども、現在堆肥が足りないという声も聞きます。特に堆肥セ

ンター自体が甲田、美土里、高宮と北のほうにありますので向原方面に

ついては堆肥が欲しくて甲田に行ってもない、分けてもらえないという

ような声も聞いたりすることがあるんですけれども、これだけ地産地消

で堆肥も循環型の農業を目指して堆肥センター等にもかなり投資をして

やっていく中で、これからどのように北にある堆肥を南のほうから全市

に活用していくように方向性を考えられているのかお尋ねいたします。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  委員御指摘のとおり堆肥センターについては市の北部3町にございま
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す。向原、甲田、八千代方面に堆肥がなかなか供給しづらいのではない

かという御指摘だろうと思います。3つの堆肥センターについては、そ

れぞれ旧6町の2町ずつ3つの堆肥センターでうまく仕分けをして担当す

る町を指定しております。したがって指定したところでない場合は3つ

の堆肥センターでそれぞれやりくりをして供給するという体制になって

おりますので、どこの堆肥センターに行っていただいても、あるいはＪ

Ａさんのほうにお願いしていただいても基本的には3つの堆肥センター

から供給できるような体制は整えておるところでございますので、そう

いった足りないということの声があるとすれば、今後我々もその辺のと

ころを気をつけねばならんと思いますし、美土里については非常に老朽

化が進んでおりまして機器も非常に老朽化しておるということで堆肥の

製造量についてもかなり厳しいところがございます。昨年から高宮堆肥

センターについて全農さんが新たな堆肥を、製造してもらっておるとい

うことがございますので、そこらも含めて将来的には3つの堆肥センタ

ーを同一の管理下に置くということで現在調整を進めておるところでご

ざいますので、市内全域にきちっと堆肥が行き渡るような形を今後も模

索してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○赤川委員長  山根委員。 

○山 根 委 員  担当する町を指定されているということですけれども、詳しく専門で

はありませんけれども堆肥においては野菜向きとか水稲向きとかやはり

あると思うんですよね。熟成段階での家庭の中でも違いが出てくると思

います。甲田は袋詰めが多いとか聞きますし、高宮は圃場で散布するよ

うな形をとって全農以外はやってる形は知ってるんですけれども、そう

いう中で町を指定するのがベターか、中馬にストックヤードもできまし

た。そういうことで指定すればいいということではなくて、使える対象

によってどこの堆肥がいいとか、そういう堆肥分析もしながら使って、

市内で循環型を目指すという形の考え方でやるべきではないかと思いま

すけれど、これについてはいかがでしょうか。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  3つの堆肥の製造過程も確かに備品そのものが違いますので製造過程

は違いますが、堆肥そのものの仕様については現在では大差がないと思

っております。2町ずつ指定するということについては堆肥を製造して

なおかつ散布するという作業が伴いますので、そういう意味で3つの堆

肥センターについてそれぞれ1つの堆肥センターが２町を受け持って頼

まれたときに堆肥を散布するという作業もプラスに、セットで行うもの

ですから、そういった効率性を考えて2町ずつ受け持ちをさせていただ

いておりますが、今御指摘のように畑に使用するには甲田の袋詰めがい

いということになれば、それは現在もそこから供給できるような形はと

っておりますので、それは言ってもらえば十分対応できるような体制に

は現在しておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。以
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上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 入本委員。 

○入 本 委 員  成果表の121ページのところに技術指導員の設置のところで12名が受

講されて、その方が現在どのような状況になっておられるのかわかれば

お願いしたいのと、次の農業振興施設管理運営費のところの①八千代町

四季の里の農園解散手続費というのが載っております。そういう状態で

現在八千代のふるさと農園はどういう状況になったのか、2点伺います。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 清水地域営農課長。 

○清水地域営農課長  就農塾のその後ということでございます。21年度については24名が参

加していただいております。基礎コースのほうに24名、実践コースに12

名ということで開催をいたしております。その後の追跡調査でございま

すが、基礎コースにおいては24名が受講いただいて2名がＪＡの野菜グ

ループ、8名が産直元気市あるいはＡコープ等に出荷をいただいており

ます。そういった形で基礎コースを終えられて着実に就農いただいてい

るというのが現実でございます。就農率については基礎コースについて

は42％、実践コースについては12名の受講人数でＪＡの野菜グループが

2名、産直元気市出荷が5名ということで合計7名、就農率については

58％ということで、100％に近づけるというのが目標でございますが、

まず基礎コースで学んでいただいて、それをもとに実践コースで学んで

いただきたいということで2コースを設けております。そういった成果

があらわれたというふうに認識いたしております。 

 それから四季の里のふるさと農園の清算手続についてでございます。

現在もう既に破綻手続の開始決定を受けて広島地方裁判所の民事部のほ

うで審理をいただいて、債権届も済んでおります。本年8月18日に第1回

目の債権者集会を広島地方裁判所の民事執行センターのほうで開催をい

たしました。次回が10月25日の予定でございます。その間にあらかたな

債権者に対する配当があるというふうにお聞きしております。したがっ

て第2回目の債権者集会である10月25日については、そういった債権者

への配当も済んで近々10月25日以降についてはその手続が終了するとい

うことになろうというふうに見通しておるところでございます。以上で

ございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって地域営農課に係る質疑を終了いた

します。 

 続いて農林水産課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 水戸委員。 

○水 戸 委 員  有害鳥獣対策についてお考えなり尐し説明を求めたいと思います。ち

ょっと緊急課題でございますので決算審査に直結はしておりませんが、
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先般来の美土里町一円におきますツキノワグマの出没事案につきまして

は、浜田市長を初めとして市当局におかれましては広島県行政また広島

県警察本部並びに安芸高田市警察署、あるいは地域有害鳥獣駆除班並び

に広島県クマレンジャー等々との連携を迅速に対応していただきまして、

有害鳥獣駆除または緊急避難等の措置等々でその被害を農産物等の食害

並びに畜舎の器物損壊等を最小限度にとどめることができておりまして、

幸い今のところ児童生徒を初めとして人畜への被害が未然に防止されて

いることに対しまして、地域住民ともども感謝申し上げたいと思ってお

るところでございます。 

 なお市長にお伺いしますが、今なおかつ数頭の出没が見られておりま

して、今後とも予断を許さない状況でありますので警戒感を継続してい

ただきますようお願いいたしますが、市長のお考えを伺います。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 浜田市長。 

○浜 田 市 長  先般も現地出動してもらったんですけれど、定期的に出てくるような

状況も見られますので、今後その出没状況を的確に判断するとともに、

このことがもちろん農作物に被害とかあるんですけれども、住民の方々

にも及ぼさないように細心の注意を払っていきたいと思っております。

この状況につきましては担当課と司法と十分実態を見きわめながら適切

な対応または留意すべきところには留意していきたいと思いますので御

理解を賜りたいと思います。 

○赤川委員長  水戸委員。 

○水 戸 委 員  ほんとに先般来、敬老会等々も通じまして市長も迅速に現場視察をさ

れて幸い何頭かの駆除もできたということで喜んでおられました。ほん

とにこの場をかりまして私のほうからお伝えを申し上げたいと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いしたいなと思うところでございます。 

 ということでございまして、実は133ページの件、先ほど来地域営農

課とのかかわりも出ておりますけれども、全体では6,000万円以上の有

害鳥獣対策費が講じられておると。そのうち市費だけをとらまえますと

4,000万円余りになるんだろうと。市費だけと言いますといわゆる補助

対象事業を除いたところが、ただこれは市費として大きな市費になるん

じゃないかというふうに重要課題として私は見ておるところでございま

す。その中でも何がどうなってくるんかということを考えますと、ここ

では加算委託料と書いてございますが、これは捕獲報賞金かな、1頭当

たり幾らという部分だろうと思います。ちょっと私のほうでお伺いいた

したいのは、この額は年々多分ふえていくんだろうというふうに私は推

定してますけどね、頭数はもちろん書いてありますから、それに平成21

年度では为にイノシシとシカだろうと思います。先ほどのヌートリアの

話も猿の話もありましたけれど、イノシシやシカの対策について1頭当

たりの報賞金、しっぽ１本当たりイノシシが多分5,000円だろうと思う

んですよ、21年度は。シカが7,000円かな。新年度にあってはこれがシ
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カが9,000円とイノシシが6,000円かな5,000円かな、そのままかな、の

ようになってるんですよね。これは確かに猟友会とか地域駆除班との連

携の中でこういう金額になってるということに多分答弁としてはなるん

でしょうけど、例えばシカを1頭捕獲するとかイノシシを1頭捕獲するに

したってどちらも例えば10人なら10人の人手が要るわけですよね。とれ

る場合もとれない場合もあるんですが、イノシシの捕獲報賞金とシカの

捕獲報償金がこれまでは前例も含めて5,000円と7,000円ということでき

てましたから、そのことについて思わんのですが、今回極端に差がある、

1頭当たりの捕獲報償金が、という形になっとる。もちろん各猟友会に

対する委託料は60万円から30万円に落としてあるよという議論もあるん

でしょうけど、その辺の単価設定について、いやいや駆除班の皆さんが

そう言うてこうなったんですだけじゃなくて、市行政としてのポリシー

の中で、有害鳥獣駆除に対するイニシアチブを市がとるとして、この

9,000円と5,000円、その据え置きのイノシシと9,000円、つまり2,000円

アップのシカというのはどういう観点でなったのか、その経緯をお願い

します。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 近永農林水産課長。 

○近永農林水産課長  今水戸委員さんからのシカとイノシシの捕獲1頭ごとの単価の違いと

いうことでございますけども、被害的にはシカのほうが結構多く出てき

ておるというのも事実だろうと思います。ふえてきておるということも

事実だろうと思いますけれども、この金額につきましては御存じのよう

に今までずっと据え置いていたものをシカに限って2,000円ほど今年度

から上げさせていただいたのは事実でございます。今後におきましても

駆除班とか猟友会の皆様と話をしながら対応させていただきたいという

のが現時点での回答、こういった回答しかできないのでございますけど

も。シカの頭数がふえてきたというのが実態だろうと思っております。

以上でございます。 

○赤川委員長  水戸委員。 

○水 戸 委 員  おっしゃろうとしていることもよくわかりますし、有害鳥獣駆除対策

協議会がありますね。そこらでの調整という部分もあるんでしょうが、

市としまして片や据え置きで片やシカが2,000円アップよというと片や

9,000円ですからね、上げたものは今後は下げようと思ってもなかなか

下がらんですよ。駆除班の方々のメンバーもよく知っておりますが、上

げたものを下げようと思うたら下がらんですね。ですから実はそのとき

にイノシシのほうもそうは言うても人手はかかるし弁当も要るんじゃろ

と、ことしなんか酷暑でも昼までやっておられるところ随分あるんです

が、ほんならまあ1,000円アップで、シカのほうも8,000円ぐらいでとい

うことでどうなんでしょうかという1つの調整機能を果たされたほうが

ええんかなという提案をしとるわけです。 

 そうでないと今後、有害鳥獣対策への市費はとめどもなくかかってい
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くと思うし、多分どこかで補正予算を組まなきゃ足らんようになる。各

支所でそのしっぽに対してつまり報償金を計算して出しておられますが、

口々にもう予算がないようになったとか、もうちょっと待ってください

とか言うのを随分聞いておりますので。それと地域的には美土里、高宮

でいうとシカの頭数よりイノシシが多いんです。冒頭も言いましたよう

に、どちらを捕獲、駆除するにしても相当数の人数と弾は1発1頭に要る

んです。ですから条件としては同じなんですよ。同じ苦労がついて回る

んですね。ですからそういうことも御理解なされて有害鳥獣駆除対策協

議会あたりでは、いやイノシシだけ置いとくわけにはいきますまいじゃ

ないのこんなというような尐しイニシアチブをとって指導体制もとって

ほしいなと。9,000円下げるわけにはいきませんので、多分もうお金ば

っかりかかる話してもいけないんですが、やっぱりイノシシ対策として

の駆除活動もあるわけで、こちらのほうも1,000円アップにしなきゃだ

めじゃないかというような議論をしてほしいと思います。ちょっとその

辺の最後の答弁をお伺いして終わります。 

○赤川委員長  委員に申し上げますが、9,000円というのは22年度のことでございま

して、21年度のことについて質疑していただきたいと思います。 

 答弁を求めます。 

 近永農林水産課長。 

○近永農林水産課長  今後におきましては、有害鳥獣対策協議会等の会議におきまして今の

提案いただいたこと等を含めて協議させていただきたいと思います。以

上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  134ページの林業振興施設管理運営費の件ですが、これ340万円ほど今

年度使われていてその施設の利用状況が書いてあるんですが、年間207

名とか296名とか。こういったことで考えてみます今後の課題というの

がここにまさに書いてあるとおりで、今後の継続と費用について検討整

理する必要があると、全くそのとおりだと思うんですが、実際には事業

規模の縮小か、あるいは停止かということになるんでしょうけれども、

その辺をもう尐し詳しいお考えが今おありならちょっと説明していただ

ければと思うんですが。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 近永農林水産課長。 

○近永農林水産課長  今の林業振興施設の運営費の関係でございますけども、134ページに

掲げてありますように面山森林公園、エコビレッジかわねにつきまして

指定管理をさせていただいております。この部分につきまして今後どう

していくかということも含めまして、極論としましては払い下げという

こともあるわけでございますけども、まだ補助金の適化法かかる部分も

ございますので、そこらの年度を頭に入れながら今後検討していきたい

と考えております。以上でございます。 
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○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって農林水産課に係る質疑を終了いた

します。 

 次に商工観光課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 石飛委員。 

○石 飛 委 員  商工観光課に対する全体的な説明を求めたいと思うんですが、商工観

光課、課長を初め4人で、企業的には安芸高田市の社会経済の根幹を担

うメンバーの方々、当然新企業立地には市長、副市長、トップ幹部の

方々の助言があって企業誘致はされてるとは思うんですが、実際に大き

な経済を動かすなか、事業内容を見てみると、イベントとか商工施設の

管理業務とかいう報告がどうしても目につくんですが、実際のところ空

き家対策、定住のための空き家対策とか、その辺がまず1点、現在どの

ような状況で進んでいるのか。それと工業団地のほうとの連携、工業団

地のほうも下水道が26年度には廃止ということで直結でまた新しい認可

整備も行われられると思うんですが、工業団地の中との商工課との連携、

それがどのようになっているかを2点として。大きくそれと教育と観光

を軸という言葉が過疎自立立法のほうには出てたと思うんですが、その

辺を去年の事業ではまだ入ってないのか、今後検討するのか、それが3

点目。一応3点ほど。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 佐々木商工観光課長。 

○佐々木商工観光課長  まず第1点目の空き家情報のことでございますが、空き家情報につい

ては現在6軒のものがございます。1件が協議中で入っております。その

業務的な内容といたしましては、利用申し込みとそれからその施設を使

いたいという人とだれかに使ってもらいたいという方々の条件をお聞き

しましてそれをお互い電話があったときにそれを紹介して、話は御本人

同士でやっていただくという形のものをしております。業としてその空

き家情報というのは対応しておりませんので情報の提供ですよという形

の中で条件が合った方々がありますと、お話がつきましたということを

いただいてそれをホームページのほうで抹消したりという状況でござい

ます。 

 それから工業団地内とのかかわり合いということだと思いますが、以

前は吉田の工業クラブというのが大浜のほうにあったと思うんですが、

今それは解散されておりまして、そこの中においての特別な工業団地内

においてのお話し合いというものについては現在ではございません。 

 それから、教育と観光というものにつきましては現在私どものほうで

はそれを予算化していくという状況までには至っておりません。以上で

ございます。 

○赤川委員長  石飛委員。 

○石 飛 委 員  空き家対策の利用申し込みのあっせんということは考えるということ
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ですが、よその自治体では結構宅建業者に任せてやってるところがある

んですが、そういう御検討はされていませんですか。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 佐々木商工観光課長。 

○佐々木商工観光課長  他の市町では今のように業者の方等と協定書を結びましてそれをされ

ているというところございます。まだ私どものほうについてはそこまで

の件数もそう多くございませんという判断におきまして、今のところ今

までどおりである程度まではやっていったほうがいいんじゃないかとい

う判断をしております。将来的に例えばふえる、業者の方と連絡をとり

合ってそれからそれをどんどん利用していただくためにはその業者さん

との協定というのは必要になってくるんではないかとは思っております。

以上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 和田委員。 

○和 田 委 員  関連の意見ですが、今の空き家対策ですよね。これは今言われたよう

に調査をしてということはされないわけですか。いっぱいありますよ。

それをやはり一緒になって言ってもあれですから、一応調査もして今言

われたように業者なり等にも相談をしたりいろいろされたほうがいいん

じゃないかと。それからホームページに出してあると言われますけど、

ホームページを見ん者もおりますし古いのもあるんですよ。実際調べる

ときに古いのもあるし、売れてるやつもまだ出てる、その辺の調査もさ

れてるかどうか、今後のそういった取り組みをお答え願いたいと思いま

す。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 浜田市長。 

○浜 田 市 長  非常に申しわけございません。一応観光行政の中に例えば今委員御指

摘のように、空き家対策についてはホームページで調べてくれやという

ような消極的な対策なんで、先般農協とも話したり農業委員会とも話し

てるんですけれども、安芸高田市の今の空き家を使うということは市に

とってやっぱり定住対策の大きな一環。下手な住宅対策よりも非常に効

果あると思ってます。今後積極的な展開をしていきたいと思ってます。

今うちのほうが例えばいろんな工場とか目について非常に申しわけない、

ホームページに頼っておるというのが現状なんでこれじゃ対策になって

ないんで、委員御指摘のように今後そういう体系をとってみたいと。そ

れから民間の活用にしてもやっぱりおっしゃるように民間の方々の不動

産屋さん方と連携とりながらしっかり使うことも考えていきたいと思っ

ております。 

 それから先ほどの教育との関連です。それは私が一番悪いんですけれ

ども、あいまいな位置づけにしておりましてサンフレッチェはこっちス

ポーツのほうはこっちとかいうようにそこらも明確にしながら、しっか

り対策を講じていきたいと思っております。そういうことを仕事を踏ま
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えてちゃんと今の観光課の職員が今でベターかどうかというのをしっか

りこれからも考えていかないけんと。今そこのところをいってませんの

で行政が責任を持ってその辺はどうあるべきかというのもしっかり考え

ていきたいと思っております。このたびの多文化共生にしても今の商工

の工業の方は非常に興味を持っておられます。この辺の対応をするにし

ても今の組織でいいのかということもございますので、どこがいいのか

とか、いろんな大きな角度からこの大事な問題は取り上げていきたいと

思いますので御協力をよろしくお願いしたいと思います。みんなが基本

的には協力していなくてないけない。農業委員会も言うてこいやという

ような話もある。農協のほうも安芸高田市一緒にやろうじゃないかと。

だれがやるんかというたらみんなぼけてしまうということなんで、どこ

までいくか分かりませんけど我々もそこらを踏まえながら考えていきた

いと思います。今までのことについてはやっぱりそういう情報が入るシ

ステムにはなってないということで、いいか悪いかというのは別ですよ。

今後はそれを入るようにしていきたいと、そのためには現状の空き家の

状況をしっかり調べて、しっかりうって出んといけんと思うんです。 

 それからもう1つ、こういうこととかかわる話でございます。今大野

部長のところで安芸高田市の顧客名簿というのをつくろうと思ってます。

美土里町さんがやっておられますけど出身者を書いたものですね。これ

は非常に効果があると思うんで、これを全組織、安芸高田市としてつく

っていけば、こういうようなつき合いの中で空き家対策の問題も片づい

てくるし、地産地消の問題もある程度片づいていくし、ここの出身者と

いうのはよその県の方に比べて非常に安芸高田市については好意的なん

で、大きく考えると企業誘致にもつながるかもしれないということなん

で、こういう幅広い取り組みしていきたいと思いますので御理解を賜り

たいと思います。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  2点ほど聞かせてもらいます。商工業振興費に要する経費が4,300万円

ほど見てありますが、これは私が思うに商工業関係者と市の職員との交

流が余りにも尐ないように思う。今後この商工業関係者とのトップ級で

もいいですからそういう交流をもっとすれば、こういう対策ももっとふ

えるんじゃないかと思いますので、これについての今後の対応について

1つ。 

 それともう1点は観光振興に要する経費で2,800万ぐらい。これも実施

内容で为な事業費ここに出ておりますけども、安芸高田市の中には観光

の振興になるようなものがいっぱいあるわけですよね。それのＰＲに努

めたとここに書いてあるんですが、ＰＲ全然知りませんよというような

市内の人もおられるわけです。神楽門前行ってここに泊まって食事がで

きるんかというのを知らない若い人もおる。身近なところで八千代の野

外キャンプ場、いい施設があります。どこにそんなものがあるんですか
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というのがいっぱいあるんですよ。もっと足元を見て、観光振興するん

だったら足元を見ながら何があるかをほんと市民に、市民だけでなく市

内外へアピールできるＰＲをしてもらいたいと思うんですが、今後の対

策についてお伺いいたします。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 佐々木商工観光課長。 

○佐々木商工観光課長  まず第1点目の商工関係者と行政との交流が尐ないんではないかとい

うことでございますが、現在安芸高田市工業会等を通じましてその会議、

総会するとか研修会なんかにおきまして、市長さんを初め出席いただき

そこで講演いただき、それから名刺交換等を行うというようなものを21

年度は行っております。またこの対策協議会というものもございまして、

ここに書いてございますように学校長さんそれから担当の先生、ハロー

ワーク、それから工業会の方、そういうようなんでいろんな交流を持た

せていただいております。まだ尐ないと言われるのは多分そういうふう

に思いますし、なかなか雇用为の方のほうもやはり経費等に左右されま

してなかなか月末は出にくいとか、月初めのほうにはなかなか関連会社

等の会議等いろんなことがございます。その間を抜けまして今言いまし

た2つの会等を催しております。今後につきましては今の工業会等を十

分活用させていただきましてもっと数多いそういう研修会等を持ちまし

て市との交流ができるように、今の工業会の会長のほうと代表幹事のほ

うとお話をしているところでございます。 

 それから観光情報をしているのかと、もっと足元を大事にしたらどう

かということでございます。私も2年やってまいりまして外側から顧客

を誘致して観光として観光地、観光施設それからそれに付随する買い物

等に外の方も安芸高田市以外の方も引っ張り込むというのを考えており

ましたが、先ほど山本委員さんが言われたようにやはり安芸高田市内の

方にも十分そういう観光施設を利用していただくことは大切じゃないか

と思っております。ひとつ試案ではございますが、有線無線を通しまし

て例えば週末のイベント、観光情報等を流してみたらどうかなというの

も考えておるようなところでございます。以上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  有線放送などのＰＲもっともっとしてほしいと思うんですが、それと

さっきの交流会についてもトップ級のスケジュールがなかなか合わんか

ら年に2回ぐらいしかできんとかどうのという言いわけがありましたけ

れども、市のほうで为導的にやるから来てくださいというような体制が

とれないものか、観光振興課側が为導でもっと力を発揮してもらいたい

と思うので、それについて答弁と、さっき言いましたように観光につい

てはもっと有線放送でＰＲとか無線もありますが、ＰＲしとるしとると

言いながらなかなかできてないところがありますので、やっぱりそこも

観光振興課でリーダーシップを取ってもっとどんどん前に出ていただき
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たいと思いますので、今後についての心がまえをお聞きいたします。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 佐々木商工観光課長。 

○佐々木商工観光課長  第1点目の件でございますが、商工観光課で来てくださいとリーダー

的なことを実はやっております。会議をする前は必ず今の工業会の各町

の代表者の方につきましては、訪ねていかせていただいて説明して参加

のお願いをしているところでございますが、やはり昨今のそういう景気

の中で自分ところの会社のラインの流れとか、そういうところによって

なかなか最初の日は行ったときはオーケーや参加しようとなるんですが、

なかなか出られないということがございます。なるべく参加していただ

くように私どものほうも前向きに取り組んでまいりたいと思います。 

 2点目の観光ＰＲの件につきましても、委員御指摘のようにやっても

知ってない人もおるということは基本的にはやってないということにな

ろうと思います。積極的にいろんな方策をとりながら皆さんにわかりや

すいように伝えていくうよう対応させていただきます。終わります。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 和田委員。 

○和 田 委 員  関連意見なんですが、今为導は商工観光課のほうが持って工業会、商

工業界のほうへいろいろお願いをして、そういった議題等を議論してい

くというような方向を今までやってこられたと思うんですが、趣向を変

えて为導を商工業界のほうへ持っていただいて、今やられてる方向を変

えたらどうですか。一遍それをやられてまたおかしかったら戻りゃいい

ですが、私ら考えるのに何か工業協会のほう、我々も商工会に入ってい

ますけど全然そういう気がないですよ。ですから実際そこをお願いをす

るのを来てくださいというのではなしに、向こうから来てくださいとい

うような方向を持っていくとか、ここから出向で出てるとかいうような

格好にしたほうが私は为導をその会のほうへ持っていただいたほうがよ

りいい考えも、発想も出ていくんじゃないかと思うんですけどね。そこ

ら辺をどういうふうに思われるかお答えください。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 浜田市長。 

○浜 田 市 長  商工行政というのはやっぱり狭義な意味と、しっかり行政としてやる

には景気の対策とかいろいろございますので、その支援ゾーンを預ける

というのは検討していかなあかんと。ただ出せるものを出したり人事交

流というのはこれからも考えていかないけんということなんで、御理解

してもらいたいと思います。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  関連です。今まで観光振興についていろいろ質疑がありましたけれど

も、市としては安芸高田市観光振興計画というのが平成21年6カ年計画

で上げてらっしゃいます。この中で計画策定委員が観光協会いろいろな
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方、広大の准教授もコーディネーターとしてかかわって出されておりま

す。その中にまず一番重要なのは観光協会等の組織の設立をまずやるこ

とが重要である。その上でいろんなステップを実際に組み立てていくの

が重要であると書いてらっしゃいます。これ多分200万円ぐらいでした

かね、振興ビジョンの策定で予算がついて21年度中ずっと検討されてで

きたものですね。この計画がそれ以降どのように反映されているのか、

そこのところをお伺いしたいということ、また観光協会等の組織という

ものの設立についてどのように考えてらっしゃるのかお尋ねいたします。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 佐々木商工観光課長。 

○佐々木商工観光課長  観光協会の設立ということに関しましては出ましてからかなり商工会

の方とか商工事業者の方とお話を1年間かけてしまして安芸高田市の中

でどういう格好が一番ベストなのか、他の市町村のことも見ましてどう

いうところで所管していただくのが一番いいのだろうかというふうなと

ころを研究し、それから中で話をしてまいりました。実は今年度商工会

のほうに商業部会というのがございますので、そこのところでひとつ御

協議、観光協会の設立について御協議願えないだろうかという話は今な

げかけてはおります。ただこれもいろんな観光協会に入られるものにお

きましてもいろんな形がございますので、それが全体的うまく会として

できるかどうかというのもあろうと思います。それのところも考えまし

て今現実に目の前のＰＲ等をやっていくについては、さしむきは商工観

光課のほうでやっていこうというような形で今現在来ているところでご

ざいます。以上です。 

○赤川委員長  山根委員。 

○山 根 委 員  計画というのはつくったからそれでもういいというものではないとい

うふうに認識されていると思いますけれども、各地域の観光協会の会長

がかかわっている中で、どうしてそのときに次のステップのつなげる一

歩が踏み出してなかったのか、そういうところはしっかりとこの計画を

ただ眠らせておくだけじゃなくて、こういう計画ができましたというの

ではなくてもっと詰めていってほしいと思います。これは組織の設立が

重要で、その上で次の実施のステップについて考えると。ステップも上

げてありますけど、ほんと具体的に年次計画とかそういうものが上がっ

てません。それはどうなるのか、その次の実施計画なり、そういうもの

を立てて考えられていたのかと思いましたが、これからの計画また対応

に期待いたしますのでしっかりと観光も大事です産業も大事です。本当

にこれからの安芸高田市を背負っていくものと考えますので対応をよろ

しくお願いいたします。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 佐々木商工観光課長。 

○佐々木商工観光課長  委員の御意見大変ありがとうございます。観光計画の中でできるもの

はできるものからやっておりますが、先ほど言いましたように観光協会
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の設立は、設立したそこから初めでありますが、それもやはりそこにか

かわる人間という運用していく人というのもつくっていかなくちゃなら

ないというものもございます。その辺で今なかなか形が見えないという

状態にはなっておりますが、22、23年度において十分働きを考えながら

それ以降で何とか立ちあげまでできるようにと考えております。大変あ

りがたい御意見でございました。よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって商工観光課に係る質疑を終了いた

します。 

 ここで2時30分まで休憩といたしたいと思います。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後２時１８分 休憩 

午後２時３０分 再開 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○赤川委員長  それでは休憩を閉じて再開いたします。 

 続いて認定第1号、平成21年度安芸高田市一般会計決算の認定につい

てのうち農業委員会所管の審査を議題といたします。 

 農業委員会事務局長から決算の概要について説明を求めます。 

 乘田農業委員会事務局長。 

○乘田農業委員会事務局長  それでは農業委員会におけます平成21年度の決算の概要について説明

させていただきます。为要施策の成果に関する説明書では112、113ペー

ジでございます。なお決算書では105、106ページでございます。決算額

でございますけれども1,548万698円で委員の報酬が为なものでございま

す。最初に農地法の許可関係事務につきましては112ページに掲げてお

りますように205件ございました。成果でございますが特に課題としま

して、優良農地いわゆる土地改良事業を行った農地の有効利用を図るた

めに今後においても引き続き農地法に基づきます公平公正な審議に取り

組むことが重要であろうと思っております。 

 またパトロールにおきましても各町の皆さんにパトロールをしていた

だいておるわけですけれども、もっと市民に見えるパトロールが必要で

はなかろうかと思っております。 

 次に同じく112ページの下でございますけれども、利用権設定事業で

すが、再設定、新規で350ヘクタール弱の設定を見ております。成果・

課題でございますが、成果としましては高齢者や後継者不足によりまし

て耕作放棄地が増加しておる中で担い手等へ集積されまして農地の有効

利用が尐しでも図られてると思っております。課題としましては不在地

为所有農地の実態調査を行いまして遊休農地の仲介等あっせんを進めて

遊休化を防ぐ必要があろうと思っております。 

 次に113ページの農業者年金でございますけれども、課題としまして
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は平成21年度においては新規の加入者を募ることができませんでした。

今後も引き続きまして市あるいは農業委員会だよりの広報誌だけではな

く農協の広報誌も活用しながら未加入認定農業者等への加入促進に向け

た働きかけの必要があると思っております。以上でございます。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 水戸委員。 

○水 戸 委 員  ちょっと聞き漏らしたかもわかりませんが、農地転用のところの所有

権移転等、つまり3,4,5条の中で農地改良つまり圃場整備事業が済んで

おる余剰農用地の示す割合はこの中でどの程度なのでしょうか。わかり

ましたら教えてください。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 乘田農業委員会事務局長。 

○乘田農業委員会事務局長  大変失礼なんですか、1種農地についての資料は今持っておりません。

また後日提出させていただければと思います。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第1号、平成21年度安芸高田

市一般会計決算の認定についてのうち農業委員会所管の質疑を終了いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後２時３４分 休憩 

午後２時３６分 再開 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○赤川委員長  再開いたします。 

 続きまして認定第1号、平成21年度安芸高田市一般会計決算の認定に

ついてのうち建設部所管の審査を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  それでは建設部の決算でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 まず一般会計でありますが、決算額として29億384万7,836円を執行し

ております。内訳としましては、総務管理費の中でＪＲ線対策事業、市

営駐車場管理事業費等で629万206円、衛生費の水道下水浄化槽設置事業、

し尿処理費や清流園管理費等で10億5,340万4,281円、農業費の中で農業

集落排水事業特別会計への繰出金として2億5,830万9,000円、土木費の

道路河川維持改良及び住宅等で15億2,694万3,958円、それから道路河川

の災害復旧費としまして5,890万390円の執行でございます。そのほかに

地域振興費の経済対策としまして1億7,231万9,551円の支出を見ておる

ところでございます。以上一般会計の概要でございますが、どうぞよろ
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しくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより管理課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  入札工事検査管理費というところで148ページの電子入札というとこ

ろで、まず1点この電子入札建設工事、コンサルタント業務すべて電子

入札ということで実施されとる中で、まずその後のその他、これが67の

入札件数のうちで入札が6件ということでこの辺がどういう形であるか

ちょっと教えていただければと思います、内容ですね。 

 それからあと1点、この電子入札どうしても電子入札ということで見

えない部分があろうかと思うんですが、そういう電子入札を行った結果、

こうした何億もの費用が工事で発注される中、公平公正の中で建設業者

等が偏りがちな形で結果として、これはしょうがないんですが、そうい

ったところが出てないか、そうしたところどうなのか、そこまで目を張

られているかどうかちょっとその辺を2点お聞きさせていただければと

思います。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 大田管理課長。 

○大田管理課長  その他の物品のことでございますが、これは建設工事の中で電子入札

のほうへ登録されてる業者で役務の提供で入札をするといった場合は電

子入札でしております。それが6件ございます。それから先ほどの入札

の関係でございますが、平成19年10月から一般競争入札を導入いたしま

した。1,000万円以上の工事について導入をすることにいたしたわけで

すが、その結果、希望される業者さんは応札できるという形の中で入札

を執行してまいっております。我々としては公平な入札であるという認

識を持っております。以上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  今の148ページで電子入札システムに未登録者が20社程度あるとあり

ますが、これらの入札に対する対応はどうなってるのかお聞きします。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 大田管理課長。 

○大田管理課長  現在20社程度と書いておりますが、为に建築工事業者さんでございま

す。この入札ですが、あくまでも電子入札で行います。電子入札で行い

ますが登録をされておりませんので、これは期日までに紙で入札書及び

工事内訳書を提出していただきます。開札日に我々担当官でそこの入札

書を開封して電子の中へ手入力で入力をします。そして落札すると。改

札して落札するというシステムをとっております。以上です。 

○赤川委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  これは何で登録をされないのか、理由はあるんですか。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 
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 大田管理課長。 

○大田管理課長  建築の場合、今までに入札件数がそれほど多くございません。したが

いまして、その登録をするのに県のほうの電子システムに登録し、ＩＣ

カードというカードを取得するんですが、それも経費を投入してすると

いうことで、土木工事ほど件数がないものですから普及がなかなか行か

ないというのが現状でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  149ページの交通対策事業費の中で駐車場の関係があるんですが、向

原町の場合は利用率が非常に尐ないという状況になってるおるんですが、

実は私もきょう娘の駐車場で来月から使わせてくださいということで申

し込んできたんですが、朝の送迎に来られる方で吉田のほうから来られ

る方によく出合うんですが、子どもさんを乗っけてきて。ところが子ど

もさんが車の免許を持たれているから駐車場に置けばいいじゃないかと

言うと、あそこに駐車場があったんですかというようなお話になるんで

すね。ぜひこの辺のＰＲをもう尐しして、この活用を考えていただけれ

ばと思うんですが、今アピールの仕方、どういう方法とっておられるか、

何かありますか。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 大田管理課長。 

○大田管理課長  駐車場のＰＲという形ではしておりません。ただ私が把握しておりま

すのには、かなり月極めの駐車場の利用者、それから一時利用ですが向

原でいいますと年間で延べで2,360台程度一時利用ございます。ある程

度利用はしていただいておるんじゃないかというふうに私は感じており

ます。 

○赤川委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  新卒の方というのか高校卒業されたら大概免許を取られると思うんで

すが、そういう方にはぜひ紹介していただくような形でやっていただけ

ればまたもっと普及が上がるんじゃないかと思うんです。その辺をぜひ

お願いしたいと思うんですが。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 大田管理課長。 

○大田管理課長  可能な限りそういったＰＲをさせいただきたいと思います。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 入本委員。 

○入 本 委 員  今の交通対策事業で甲田と向原には駅があります。それから甲田の場

合は青空駐車場だったりして使用料の徴収が自为申告とかいうような問

題があったりして、そのあたりのトラブルとか収入はどのぐらい、使用

料は。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 大田管理課長。 
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○大田管理課長  甲田の場合は一部券売機を設けてない駐車場がございます。そこには

自为的にお金を入れていただくような形をとっておりますが、甲田の場

合、一時利用としては第2と第3駐車場、第3駐車場のほうが券売機ござ

いますが、それらを含めて金額的には54万円程度、利用台数でいいます

と年間1,350台程度の利用がございます。 

 それとトラブルということなんですが、トラブルにつきましては月極

めの駐車場に一時利用の方が入れられてるということで月極めの方が苦

情を言ってこられます。月極めで確保してるのによその乗用車が入って

るということで苦情をいただくことも多々ございます。今は月極めの方

は、ここは月極めですよというような形でポールを置いたりして一時利

用の方にはとめていただかないような対策を講じておるところでござい

ます。以上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって管理課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 続いて住宅政策課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  150ページの住宅管理課の関係ですが、政策的なこの空き家という意

味合いを教えていただけますでしょうか。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 青山住宅政策課長。 

○青山住宅政策課長  この政策空き家と申しますのは、老朽、耐用年限を超えた住宅でもう

廃止を予定している住宅については、入居されておられると今度なかな

か廃止しづらいところがあります。その点につきましては計画的に募集

停止をかけて政策的に空き家とつくっているというのが政策空き家でご

ざいます。以上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって住宅政策課に係る質疑を終了いた

します。 

 次に建設課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  地域高規格道路対策費、155ページのところで成果及び今後の課題と

いうところで吉田地区側がこの21年度でほぼ完了したということでそこ

に用地が94.3％、建物移転が86.4％ということで100％にはなっていな

いということなんですが、この辺は今後今年度ぐらいではもう完了とい

うことで大体了解をしておけばよろしいでしょうか。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 西原建設課長。 

○西原建設課長  地域高規格道路の吉田側の進捗状況ということでございますが、用地
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につきましては合計106筆のうち100筆完了したしまして94.3％、それか

ら建物移転につきましては22戸のうち19戸が移転補償が完了いたしまし

て86.4％という数字となっておるわけでございます。また今後につきま

しては建物移転につきまして今年度残り3戸のうち1戸は既に契約が済ん

でおる予定でございます。それから残りにつきましても交渉を進めてま

いりたいと、それから用地につきましても残りの数も尐ないんですけど

も、なるべく今年度に完了するように交渉を継続して続けてまいりたい

という気持ちでございます。以上でございます。 

○赤川委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  今年度で予定をしているということで、もしこれがおくれたときに次

の計画等があると思うんですが、その辺に支障はないような形でいいん

ですかね。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 西原建設課長。 

○西原建設課長  今年度につきましては予算的には4億6,000万円程度ついておるんです

けども、向原側が今現在吉田と正力地区の約3,2キロの区間につきまし

て第1期工区ということで事業を進めておるところでございますけれど

も、向原町正力側につきましても昨年用地測量、建物調査が済んでおり

ますので、それを踏まえて今年度用地買収、建物移転の交渉に入ってま

いる計画でございますので、進捗が鈍らないように頑張ってまいりたい

というふうに考えております。以上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 入本委員。 

○入 本 委 員  市道の管理費のところで市長さんに伺いたいんですが、農道リフレッ

シュ事業は非常に成果を出されて終わったわけなんですよ。それで農道

リフレッシュ事業で出されたら市道だったというのが20メートルとか30

メートルというようなところは市道として残ってる地域があるんですね。

そういうところは市道リフレッシュ事業じゃないんですが、これはやら

れないと農道リフレッシュ事業でできたけど、そのつなぎが市道になっ

てるためにできないとかいうようないろんな状況が発生してることも事

実なんですよ。支所のほうに聞いたら市道の管理費として大体3,000万

円ぐらいもらってるけど7割から8割ぐらい使って、あと冬場の除雪作業

に残してるんだというような状況があるんですよ。それで未舗装の分に

ついての予算的なものが全く現在ないというような状況が発生してるわ

けです。それでこの分について市道ですから全額市の負担になるわけで

すが、長期対策として年間1,000万円でも結構ですので、優先順位等を

つけていただいて長期計画で各支所に200万円ぐらいずつでもあればリ

フレッシュ事業との関連が解決すると思うんですが、市長さんその農道

のほうは大体リフレッシュ事業済んだように聞くんですが、そのあたり

市道として残るのがあるわけなんですが、そのあたりはどのようにお考

えでしょう。 



115 

○赤川委員長  浜田市長。 

○浜 田 市 長  このたびの特例が農道リフレッシュ事業なんですね。公共事業はでき

るだけＳがつく複数ということなんで、ケースは家が1軒とかいうこと

でこのたび特別な枠でやらせてもらいました。本来ならこれ公共事業と

しては取り扱えないところなんです。だからこれは特例です。今委員御

指摘のように市道が残ってるということなら必修科目なんでやっぱりそ

ういうところが残ってればちゃんとどういうように対応するかというの

は検討してから予算もつけていきたいと思ってます。ただその場合、全

体的な市道の改良ということになりますので、その辺は優先順位につい

ては決めさせてもらいたいと思います。むしろ市道が残ったということ

は今の農道リフレッシュ事業よりか優先をしないといけんとこなんです、

本来。あらゆるところをやってないわけですから、よく調査をしてうま

く事業の効出るようにしっかり考えていきますので御理解ください。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって建設課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に下水道課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって下水道課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 次に水道課に係る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって水道課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 以上で認定第1号、平成21年度安芸高田市一般会計決算の認定につい

てのうち建設部所管の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩します。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後２時５８分 休憩 

午後３時００分 再開 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○赤川委員長  再開いたします。 

 続いて認定第7号、平成21年度安芸高田市公共下水道事業特別会計決

算の認定についての件を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  それでは特別会計の決算の概要について説明させていただきます。 

 21年度公共下水道事業特別会計決算の概要についてでございますが、

歳入決算総額につきましては3億5,400万8,061円で、歳出決算額3億

4,262万3,584円でございました。これは吉田町内の都市計画区域内にお
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ける用途区域を中心とした下水管路の整備や施設の維持管理費に関係す

る経費でございます。以上よろしくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 石飛委員。 

○石 飛 委 員  201ページですが、事業認可ということで実施計画の23年度で大体終

了予定になってくるんだと思うんですが、後年度整備延長が13.6という

とこで1年間に3キロ進んで4年で完成というような見通しと読んでよろ

しいんでしょうか。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 上本下水道課長。 

○上本下水道課長  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 公共下水道はおおむね5年ないし7年の整備期間で認可を受けておりま

す。今公共下水道関連の特環、丹比地区、可愛地区、郷野地区、八千代

におきましては下根地区、上根地区、これを全体計画の見直し、要する

に下水道から浄化槽へ見直しをかける作業を実施しておりまして、これ

に伴いましてこの結論がおおむね出ておりますけど今から県と協議を重

ねまして、実質それでオーケーという形になれば来年度変更認可申請を

する予定にしております。それでまた5年ないし7年は一応市の実施計画

では26年度までに吉田処理区も八千代処理区も完了する予定にしており

ますので、御質問の内容でありましたとおり来年度変更認可申請して来

年度中に認可を受けたいと考えております。以上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 入本委員。 

○入 本 委 員  決算書254ページの不納欠損額が5万円出ておるわけですが、これの理

由とそれから264ページに同じく繰越明許費の件なんですが、これは現

在どのような状況になっておるのかお願いしたいと思います。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 上本下水道課長。 

○上本下水道課長  不納欠損の質問でよろしいでしょうか。1件不納欠損で処分しており

ます。内容としては本人が亡くなられて相続人全員が相続を放棄されて

21年の10月19日に執行停止をかけております。執行停止というのは地方

税法第15条7項第5項によって8,425円の不納欠損で8,425円の処理をして

おります。分担金は当初分割納付をお願いしていたわけなんですが、生

活が困窮したため中断して何度も交渉したんですが、なかなか納めてい

ただけなくて、5年を経過して時効ということで不納欠損で処分してお

ります。 

 それと繰り越しについては係長のほうから御説明申し上げます。 

○赤川委員長  平野下水道課建設係長。 

○平野下水道課建設係長  公共下水道事業の繰越明許の状況についてお答えいたします。 

 公共下水道吉田処理区におきましては管路工事4工区、マンホールポ
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ンプ3カ所の繰り越しを行っております。現在管路工事4工区のうち2つ

の工区が完了しております。残りの2つの工区につきましては現在約

70％の進捗率でございます。マンホールポンプにおきましては3カ所の

うち2カ所が設置完了しておりまして、1カ所が現在工事中となっており

ます。以上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第7号、平成21年度安芸高田

市公共下水道事業特別会計決算の認定についての質疑を終了いたします。 

 続いて認定第8号、平成21年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事

業特別会計決算の認定についての件を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  平成21年度の特定環境保全公共下水道事業特別会計決算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 歳入決算総額5億4,041万5,393円、歳出決算総額としまして5億2,262

万9,199円でございました。その为なものとしましては八千代、甲田、

向原の各処理区の施設整備費及び各処理施設の維持管理費等でございま

す。以上よろしくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  203ページの管理処理場の八千代浄化センター、甲田浄化センター、

向原中央浄化センターのこれ現在、昨年度でよろしゅうございますが、

日平均処理量をわかれば教えていただければと思いますが。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 上本下水道課長。 

○上本下水道課長  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 八千代の日最大1,600トンでございますが、ここへ括弧書きで認可分

と書いてます。実際工事を済ませておるのはこの半分、半分の処理能力

を有しております。認可は日分を受けております。実際八千代が今まだ

加入者が尐ないもんですから300トンぐらいだったと思うんですけれど

も、甲田がこの処理能力認可分1,900トン有しております。工事も実際

完了しております。ここで1,300トンぐらい平均で入ってきてると思い

ます。向原中央・南が認可分として1,650トンとあるんですが、南の浄

化センターは現在建設しておりません。中央のみで850トンの処理能力

を有しております。平均して800トンから850トンを現在処理しておりま

す。以上でございます。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第8号、平成21年度安芸高田
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市特定環境保全公共下水道事業特別会計決算の認定についての質疑を終

了いたします。 

 続いて認定第9号、平成21年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計

決算の認定についての件を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  平成21年度の農業集落排水事業特別会計決算の概要について御説明申

し上げます。 

 歳入総額4億675万1,701円、歳出総額4億674万2,191円でございました。

市内各処理区の施設維持管理費等にかかわるものでございます。以上よ

ろしくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第9号、平成21年度安芸高田

市農業集落排水事業特別会計決算の認定についての質疑を終了いたしま

す。 

 続いて認定第10号、平成21年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計決

算の認定についての件を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  平成21年度の浄化槽整備事業特別会計決算の概要について御説明申し

上げます。 

 歳入総額につきましては2億3,458万5,826円、歳出総額2億3,456万

6,019円でございます。これは下水道管路の整備区域以外の区域におけ

る浄化槽施設建設及びその浄化槽の維持管理費にかかわるものでござい

ます。以上よろしくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 入本委員。 

○入 本 委 員  決算書の296ページの収入未済額が109万1,184円となっておりますが、

現在ではどういう状況になってますか。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 上本下水道課長。 

○上本下水道課長  収入未済額が109万1,184円となっておりますが、9月22日現在14万

3,469円徴収しております。未納額ですね、残りが94万7,715円となって

おります。以上でございます。 

○赤川委員長  入本委員。 

○入 本 委 員  努力されておることは重々わかるわけですが、残の94万円の件数とそ

の未納の要件について説明をお願いします。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 
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 上本下水道課長。 

○上本下水道課長  件数は未納額で88件となっております。それで要件といいますか、理

由としては現在資料を持ち合わせておりませんので、そこらは後日提出

させていただくということでよろしいでしょうか。 

○赤川委員長  入本委員。 

○入 本 委 員  大体な総括意見で結構なんですが、やはりこういう未納がたまるとい

うのは、今浄化槽なんで水道と直結していないケースがあろうかと思っ

たりするんですか、そのあたりの分析はどういうふうになってるんでし

ょうか。水道料と一括になってる場合とそうでないところがありますよ

ね。そこら辺の分析がわかるように。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 上本下水道課長。 

○上本下水道課長  浄化槽の使用料は水源が市水道のみの場合と市水道と他の水源、もう

1つは全く市水道を使わずに他の水源というのがありまして、市水道の

みの場合は水道課と一緒に連携して徴収には行っております。水源が市

水道以外の場合はなかなか御理解いただけない部分もあるんですが、職

員かなり徴収には回っておりますので、本人さんに今まで以上に話をし

て納めていただけるような内容を十分伝えるようにこれから今まで以上

に努力していきたいと考えております。以上でございます。 

○赤川委員長  入本委員。 

○入 本 委 員  浄化槽の場合こういう問題が前もって起きるんではないかという想定

はされとったというのもあるわけですね。それで28件というのがすべて

上水ならとめればきくわけですが、今のように自家水とか他の水等とい

うことになるとそれができないということで、こういう問題が発生して

るんだと思いますが、28件が上水に絡んでないというふうに理解してお

くのがベターだろうと思うんですが、そのあたりの見解をお聞きしたわ

けですが。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 上本下水道課長。 

○上本下水道課長  ただいま資料をそろえておりませんので、後日提出させていただきた

いと思いますのでよろしいでしょうか。 

○赤川委員長 ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第10号、平成21年度安芸高田

市浄化槽整備事業特別会計決算の認定についての質疑を終了いたします。 

 続いて認定第11号、平成21年度安芸高田市コミュニティ・プラント整

備事業特別会計決算の認定についての件を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  平成21年度のコミュニティ・プラント整備事業特別会計決算の概要に

ついて御説明申し上げます。 
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 歳入総額949万6,839円、歳出総額949万6,333円でございました。その

为なものは施設の維持管理費等によるものでございます。以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第11号、平成21年度安芸高田

市コミュニティ・プラント整備事業特別会計決算の認定についての質疑

を終了いたします。 

 続いて認定第12号、平成21年度安芸高田市簡易水道事業特別会計決算 

 の認定についての件を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  平成21年度の簡易水道事業特別会計決算の概要について御説明申し上

げます。 

 歳入総額5億1,694万6,030円、歳出総額5億1,457万646円でございまし

た。これは各給水区における施設維持管理費及び八千代地区における管

路の増径に伴う更新整備事業等でございます。以上よろしくお願いいた

します。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 入本委員。 

○入 本 委 員  これも収入未済額について伺うわけですが、先ほどの下水については

そういうものがあったと思いますが、ここでの542万というのは現在ど

ういう状況でしょうか。 

○赤川委員長  ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 

 近永水道課長。 

○近永水道課長  簡易水道の未収金の状況でございますが、まず現年度分で滞納額が

180万7,063円、5月末に入金ございました。この後9月15日で見てみます

と73件で71万2,017円収納しておりまして未納が90件で109万5,046円ご

ざいます。過年度分でございますが、平成22年3月31日の滞納額が565件

で362万60円、9月15日までに収納したものが98件で36万55円、滞納が

326万5円今現在残っておる状況でございます。 

○赤川委員長  入本委員。 

○入 本 委 員  先ほどのように、このたびの場合は水道をとめるという手段もできる

わけですよね。現年度分に限って伺いますが、そのあたりの収納努力と

いいますか、そのあたりはどのようにされてるんでしょうか。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 近永水道課長。 

○近永水道課長  簡易水道の料金につきましては御指摘いただきましたように最悪の場

合には給水停止を執行するという形で滞納整理をしております。事前に
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訪問したり確約書をいただいたりしておりますが、簡易水道でいいます

と給水停止の予告をしたものが119件、それでも入金がなくて実際に給

水停止を執行したものが23件ございます。以上でございます。 

○赤川委員長  入本委員。 

○入 本 委 員  やはり給水停止すると支払われるケースとかいうのはどういう状況で

すか。停止したけど払わんとか、停止したら払ってなきゃいけん状況だ

ろうと思うんですが、払えば未済額が減ると思うんですが、そのあたり

のバランスを。 

○赤川委員長  答弁を求めます。 

 近永水道課長。 

○近永水道課長  給水停止のお尋ねでございますが、給水停止をしてもたまったもの全

額というのは非常に尐のうございます。それでも分納の確約をしていた

だきまして今後につながるような形で分納誓約をいただいているのが状

況です。それであってもまたかつ履行されない場合がありますので、そ

の場合には再度給水停止をさせていただくというような形で対応させて

いただいております。以上です。 

○赤川委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第12号、平成21年度安芸高田

市簡易水道事業特別会計決算の認定についての質疑を終了いたします。 

 続いて認定第13号、平成21年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計決

算の認定についての件を議題といたします。 

 建設部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野建設部長。 

○河野建設部長  平成21年度の飲料水供給事業特別会計決算の概要について御説明申し

上げます。 

 歳入総額につきましては1,204万4,992円、歳出総額1,201万8,955円で

ございます。これにつきましては施設の維持管理等が为なものでござい

ます。以上よろしくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第13号、平成21年度安芸高田

市飲料水供給事業特別会計決算の認定についての質疑を終了いたします。 

 続いて認定第14号、平成21年度安芸高田市水道事業決算の認定につい

ての件を議題といたします。 

 公営企業部長から決算の概要について説明を求めます。 

 河野公営企業部長。 

○河野公営企業部長  平成21年度安芸高田市水道事業の決算の概要を説明いたします。 

 水道事業の業務量としましては、全体の給水戸数5,791戸、1日平均水

量は4,294立米でございました。施設の維持管理等営業収支に係る決算
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では収入合計2億6,376万7,598円、支出合計2億1,946万5,087円でござい

ました。昨年度と比較し業務系の使用水量が減尐しておる現状でござい

ます。また施設整備等に係る4条決算でございますが、資本的収入では2

億3,829万1,607円、支出合計では3億1,275万11円でございました。为な

ものとしまして甲立浄水場等にかかわる建設に関係するものが为なもの

でございます。以上よろしくお願いいたします。 

○赤川委員長  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

 質疑なしと認めます。これをもって認定第14号、平成21年度安芸高田

市水道事業決算の認定についての質疑を終了いたします。 

 以上をもって本決算審査特別委員会に付託を受けましたすべての案件

についての質疑を終結いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後３時３１分 休憩 

午後３時４５分 再開 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○赤川委員長  再開いたします。 

 これより討論に入ります。まず認定第1号、平成21年度安芸高田市一

般会計決算の認定について討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第1号、平成21年度安芸高田市一般会計決算の認定につ

いての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第1号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第2号、平成21年度安芸高田市国民健康保険特別会計決算

の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第2号、平成21年度安芸高田市国民健康保険特別会計決

算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第2号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第3号、平成21年度安芸高田市老人保健特別会計決算の認

定についての討論を行います。討論はありませんか。 
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  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第3号、平成21年度安芸高田市老人保健特別会計決算の

認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第3号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第4号、平成21年度安芸高田市後期高齢者医療特別会計決

算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第4号、平成21年度安芸高田市後期高齢者医療特別会計

決算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第4号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第5号、平成21年度安芸高田市介護保険特別会計決算の認

定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第5号、平成21年度安芸高田市介護保険特別会計決算の

認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第5号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第6号、平成21年度安芸高田市介護サービス特別会計決算

の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第6号、平成21年度安芸高田市介護サービス特別会計決

算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第6号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第7号、平成21年度安芸高田市公共下水道事業特別会計決

算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 



124 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第7号、平成21年度安芸高田市公共下水道事業特別会計

決算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第7号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第8号、平成21年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事

業特別会計決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第8号、平成21年度安芸高田市特定環境保全公共下水道

事業特別会計決算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第8号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第9号、平成21年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計

決算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第9号、平成21年度安芸高田市農業集落排水事業特別会

計決算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第9号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第10号、平成21年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計決

算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第10号、平成21年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計

決算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第10号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第11号、平成21年度安芸高田市コミュニティ・プラント整

備事業特別会計決算の認定についての討論を行います。討論はありませ

んか。 

  〔討論なし〕 
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 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第11号、平成21年度安芸高田市コミュニティ・プラント

整備事業特別会計決算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第11号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第12号、平成21年度安芸高田市簡易水道事業特別会計決算

の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第12号、平成21年度安芸高田市簡易水道事業特別会計決

算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第12号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第13号、平成21年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計決

算の認定についての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第13号、平成21年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計

決算の認定についての件を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第13号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 続いて認定第14号、平成21年度安芸高田市水道事業決算の認定につい

ての討論を行います。討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

 討論なしと認め討論を終結いたします。 

 これより認定第14号、平成21年度安芸高田市水道事業決算の認定につ

いてを起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

 起立多数であります。よって認定第14号は原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 以上で本決算審査特別委員会に付託されました認定第1号から認定第

14号までの14件についての審査はすべて終了いたしました。 

 なお委員会報告書の作成につきましては、私と副委員長に御一任願い

たいと思いますが、御異議ございませんか。 



126 

  〔異議なし〕 

 御異議なしと認め、さように取り計らわせていただきます。 

 以上をもって決算審査特別委員会を閉会いたしますが、閉会に当たり

まして一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。 

 委員の皆様には3日間にわたり慎重に御審議いただきありがとうござ

いました。おかげをもちまして、予定しておりました日程のとおり審査

を終えることができ安堵しているところでございます。 

 委員長の重責を全うできましたのもひとえに副委員長を初めとする委

員皆様方の御協力のたまものと思っております。 

 今委員会での審査内容、採決結果につきましては、本会議最終日の委

員会報告におきまして報告させていただきます。 

 簡単ではございますが、お礼とさせていただきます。皆様大変御苦労

さまでございました。ありがとうございました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後４時００分 閉会 

 


